
※四捨五入の関係で計数は一致しない

計 124,091百万円 13,120百万円

平
成
2
3
・
2
4
年
度
予
算
内
訳

育英資金返還免除等補
助金

4,570百万円 5,040百万円

70,560百万円 69,622百万円

費　目

高等学校等奨学金事
業交付金

24,044百万円 20,037百万円

育英資金利子補給金 24,918百万円 21,742百万円

育英資金貸付金

23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

育英資金給付事業費補
助金

0 14,680百万円 ※新たな奨学金制度の創設による増等

（　　118　　） （　　127　　）

118 123

単位当たり
コスト

　　　　　　　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠
奨学金事業は、国、大学等、日本学生支援機構が三者一体となって実
施しており、実施コストを把握するのは困難なため、単位当たりコスト
を算出できない。

貸与人員

活動実績

（当初見込
み）

万人

111
活動指標及び

活動実績
（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

22年度
目標値

（毎年度）

（独）日本学生支援機構奨学金の貸与基準を満
たす希望者のうち奨学金の貸与を受けることが
できた者の割合

成果実績 ％ 92.43% 95.73% 93.23% 100.00%

％達成度

100.0% 100.0% 96.6%

20年度 21年度成果指標 単位

121,595

執行額 125,793 126,399 117,477

執行率（％）

611

127,558 131,120

△ 4,786 △ 9,916 3,467

0

126,405

130,899 124,091 131,120

補正予算 △ 4,203
予
算
の
状
況

当初予算 130,899 130,899

繰越し等 △ 903 292

計 125,793

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

経済的理由により修学困難な優れた学生に対する教育機会を確保する。

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業は、教育政策として、学資を希望する無収入の学生等（大学、短期大学、高等専
門学校、大学院、専修学校専門課程）本人に、無担保、無審査（与信無）、低利、かつ長期間にわたって奨学金を貸与し、返還金
の回収を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

独立行政法人日本学生支援機構法
第3条、第13条

関係する計画、
通知等

教育振興基本計画
（平成20年7月1日閣議決定）

事業開始・
終了(予定）年度 昭和18年度 担当課室 学生・留学生課

会計区分 一般会計 施策名 Ⅴ-1  意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進

事業番号 0160
　　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(文部科学省)
事業名 育英事業に必要な経費 担当部局庁 高等教育局 作成責任者

学生・留学生課長
松尾 泰樹

22年度 23年度 24年度要求



上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

　育英事業に必要な経費は、日本国憲法第26条（国民の教育を受ける権利）、教育基本法第4条（教育の機会均等）に基づき、経済的理由によって
修学が困難な者に対して支援する事業に必要な経費であり、教育の機会均等の観点から、貸与人員を拡充するなど奨学金事業を充実し、教育費
負担の軽減を図ることとしている。
　また、返還金の回収強化については、引き続き、外部委託などにより返還金の回収促進を図るとともに、初期延滞者に対する督促強化に取り組む
こととしている。

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

○事業仕分け第1弾（平成21年11月25日）
　・事業番号・事業名：
　3-53-（1）大学等奨学金
　（WGの評価結果）見直しを行う（回収の強化、給付型奨学金、経済状況への柔軟な対応、独立行政法人のあり方を中心に）
  3-53-（2）高等学校等奨学金事業交付金
　（WGの評価結果）見直しを行う（高校実質無償化との関係を整理）
＜とりまとめコメント＞
　大学等奨学金については、見直しを行わないという意見が２名、見直しを行うという意見が１４名であった。借金であるから回収を強化すべきという
意見が多い一方で、返済方法についての柔軟性や、給付型奨学金を検討すべきという意見があった。また、（独）日本学生支援機構のあり方につい
ては見直しが必要であるとの意見が複数あった。当ＷＧとしては、回収の強化、給付型奨学金、経済状況への柔軟な対応、独立行政法人のあり
方、といった点を中心に、見直しを行う方向でまとめる。
　高等学校等奨学金事業交付金については、見直しを行わないという意見が６名、見直しを行うという意見が１０名であった。見直しを行うとした意
見の内訳は、高校実質無償化との関係の整理が８名、返済時の運営効率化が１名、給付型奨学金の検討が１名であった。当ＷＧとしては、高校実
質無償化制度との関係を整理し、分かりやすく説明して頂くことも含め、役割分担についてもしっかりと整理するよう、見直しを行う方向でまとめる。

予算監視・効率化チームの所見

現状通り

１．事業評価の観点 ： この事業は、経済的理由により修学困難な優れた学生に対する教育機会を確保することを目的とし、学資を
希望する無収入の学生本人に、無担保、無審査（与信無）、低利、かつ長期間にわたって奨学金を貸与し、返還金の回収を行う日本
学生支援機構の奨学金事業であり、次世代への奨学金貸与の原資となる返還金の回収を強化する観点から検証を行う。

２．所　　　　　見 ： 「奨学金貸与事業」については、これまで機関保証制度の導入や債権回収業務の民間委託など返還金の回収方
策の強化に努めてきたところであるが、より多くの奨学金を希望する学生に貸与が可能となるよう、経済状況へ柔軟な対応をしつ
つ、引き続き返還金回収の強化に取り組むべきである。

- 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

・本事業により、平成22年においては123万人の学生に奨学金を貸与しており、貸与基準を満たす希望者（貸与基準適格者）のうち奨学金の
貸与を受けることができた者の割合が93.23％となっていることから、学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、修学機会
の確保を図るという目的を概ね達成している。
・また、返還金は次世代への奨学金貸与の原資となることから、返還金の回収促進を図っている。
・平成23年度においても、学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、引き続き奨学金事業を着実に実施することとしてい
る。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

- 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

- 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 特記事項



資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単

位：百万円）

教育政策として、学資を希望する無収入の学生（大学、短期大学、高等専門学校、大学院、
専修学校専門課程）本人に、無担保、無審査（与信無）、低利、かつ長期間にわたって奨学金
を貸与し、返還金の回収を行う。

文部科学省
117,477百万円

A.日本学生支援機構
117,477百万円

Ｃ.都道府県（全47都道府県）
27,044百万円

【補助、貸付、交付】

【交付】

　（独）日本学生支援機構（旧日本育英会）が実施してきた高等学校等奨学金事業につい
て、平成17年度以降の入学者から順次、都道府県に移管しており、その貸与水準を維持
し、必要な資金を円滑に確保できるよう、奨学金の原資として一定期間にわたって、交付金
を交付するものであり、各都道府県は高等学校等の生徒に対する奨学金事業を行う。

・無利子奨学金の貸与（貸付金）　　　　　 　　　  70,314百万円
・有利子奨学金の利子負担（補助金）　  　　　 　15,451百万円
・奨学金の返還免除（補助金）　　　　　  　 　　　 　4,057百万円
・各都道府県が行う奨学金の補助（交付金）     27,044百万円
・奨学金業務システムの開発（補助金）　　　　　　　611百万円
　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　 　　　　117,477百万円

【奨学金貸与】

（注）奨学金事業は、返還金、国からの貸付金（国費）、財政融資資金等を原資として実施。

生徒
27,044百万円

【奨学金貸与】

（注）各都道府県における奨学金事業は、国からの交付金（27,044百万円）
　　　に各都道府県独自の財源を加えて実施されており、貸与額、事業の
　　　実施方法など具体的な内容については、各都道府県が設定。

　奨学金を貸与

　奨学金を貸与

B.学生等（延べ 1,231,378人）
89,822百万円

※貸与総額 1,011,815百万円



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4,531 計 0

事業費 高等学校等奨学金の貸与 4,531

C.大阪府 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4 計 0

使　途
金　額

(百万円）

奨学金 学資等 4

117,477 計

B.学生A F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

0計

役務費 奨学金業務システムの開発（補助金）

奨学金の返還免除（補助金） 4,057

611

有利子奨学金の利子補給（補助金） 15,451
事業費

各都道府県が行う奨学金の補助（交
付金）

27,044

無利子奨学金の貸与（貸付金） 70,314

使　途
金　額

(百万円）
金　額

(百万円）
費　目

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.日本学生支援機構 E.

費　目 使　途



支出先上位１０者リスト
A： ※交付金

B：奨学金貸与

（注） 学生A～Jは、専門職大学院課程（法科大学院）で、無利子奨学金（88,000円）と有利子奨学金（220,000円）を併用して貸与を受けている者

Ｃ：各都道府県が行う奨学金の補助

- -1
独立行政法人日本学生
支援機構

奨学金の貸与、返還金の回収等 117,477

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

〃 4 - -

1 学生I 〃 4 - -

1 学生J

1 学生H 〃 4

- -

1 学生G 〃 4

- -

- -

- -

1 学生F

1 学生E 〃 4

〃 4

1 学生D 〃 4

- -

1 学生C 〃 4

- -

- -

- -

1 学生B

1 学生A 奨学金の受給 4

〃 4

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

奨学金の貸与、返還金の回収等 4,531

入札者数 落札率

- -

2 北海道 〃 1,778 - -

1 大阪府

3 福岡県 〃 1,591

- -

4 鹿児島県 〃 1,388

- -

- -

- -

5 青森県

6 熊本県 〃 1,003

〃 1,030

7 宮崎県 〃 980

- -

8 長崎県 〃 937

- -

- -

- -

9 兵庫県

10 東京都 〃 833

〃 934


